
当院は厚生労働省による
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
として認定されました。
『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』とは？『かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所』とは？
口腔機能の維持・改善により国民の健康寿命の延伸とQOL（生活の質）の改善を図るという目標に向い、国が新設
した認定制度で、むし歯を防ぎ、歯を失わないために予防を定期管理（メンテナンス）することができる専門的な
歯科医院のことです。全国約 70000件の歯科医院の内、約２％程度の医院のみが認定される予定です。

患者様のお口の中の健康を、生涯に渡り定期管理・医療管理するため、安心・安全な歯科医療サービスを提供して
いきます。そして、時には、患者様の身体の状況に応じた歯科保健サービスを、医療機関や地域の包括支援センター
等と連携して、地域ぐるみで歯科医療を提供していきます。

かかりつけ歯科医機能
強化型歯科診療所
主な施設基準
緊急時のための
体制が整っている

歯科医師が複数名
歯科衛生士が１名以上在籍している

あるいは

様々な専門医院との
連携体制が
整っている

安全な医療のための
体制が整っている

上記以外にも様々な基準をクリアした医院のみが認定されます。

※常勤の医師１名以上（歯科外来診療の安全対策及び
　高齢者の口腔機能管理に係る研修を修了したもの）

（AED・酸素ボンベ・血圧計等） （滅菌・空気清浄機・口腔外バキューム等）（保険医、介護・福祉関係者等）

どんなメリットがあるの？どんなメリットがあるの？

訪問歯科診療や歯周炎のメンテナンスなどの維持管理を継続的に行ってきた経験
医院の敷地内が禁煙となっている / 滅菌、感染防止に必要な設備を完備している /etc

歯科疾患あるいは摂食機能障害に関する総合的で継続的な管理が可能になります。これにより、
小さな変化も見逃さず、お口のトラブルを未然に防ぎ、生涯お口の健康を維持することができます。

当院での取り組みについて当院での取り組みについて

厚生労働省によるかかりつけ機能の強化では、重症化予防のため原則としてかかりつけ医の指示
のもと、メインテナンス医療管理を長期行うものと定めており当院もその方針を遵守いたします。
現在の通院状況と比較して来院回数や通院費が変わってくる場合もございますが、上記の理由に
よるものとしてご了承ください。　※当然ですが管理費用はすべて保険の範囲内となります。
当院は今後も皆様の口腔内を守るため、ますますの医療機能と品質の向上に鋭意、積極的に
取り組んでまいります。


